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☆私たちの権利を知ろう！              ※（   ）を埋めてください。 

賃金っていったい… 

賃金＝（    らしい ）生活をすることができる費用 

 

 

賃金は、（   らしい ）生活ができる“生活費”としてあるということが、第 1の性格！ 

賃金とは、労働に対して支払われる（    ）である。労働の報酬と考えてしまうと、「働

きが悪い」「成果を上げていない」「経営が苦しい」etc.の理由に負け、第 1 の性格を覆い隠

してしまう。 

 

  

 

 

 

「（    ）が悪い」「成果をあげていない」「経営が苦しい」などの理由に負け、（    ）

を認めていく考えにつながっていく。衣食住がやっとのギリギリの賃金では、文化やスポー

ツの発展も（    ）の豊かな循環も不可能に(>_<) 消費をすすめ、社会全体が発展して

いく為にも賃金の保証は重要です!!!! 

そして… 

福祉労働者の（    ）は、政治や行政と深く関係しています。 

なぜかというと、福祉関係の施設の大部分の収入は（   ）や（       ）からの

補助金などからなっています。     

削減されていってるとはいえ、公的な責任や運動の反映。              

だから、福祉労働者は（    ）に関心を持たざる得ないのです。 

過大な留保金やお金の（     ）について（    公開 ）などで透明性を確保し、 

私たち福祉労働者は、（    ）と（    ）の双方に運動を向けてくことが必要なの

です。  

最低賃金とは…賃金の（    ）労働者について、事業若
も

しくは職業の種類又は（    ）

に応じ、賃金の最低額を（    する ）ことにより、（      ）の改善を図り、労働者の

生活の（    ）、労働力の質的（    ）及び事業の（    ）な競争の確保に資するとと

もに、国民経済の（    な発展 ）に寄与することを目的として制定された法律のこと。 

憲法２５条   

すべて国民は、（    ）で（    的 ）な最低限度の生活を営む権利を有する。 

② （   ）は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の 

（    ）及び増進に努めなければならない。 
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自分の地域の最賃って知ってる？ ※￥○up というのは、23 年度から今年 10 月にあがった

ものです。 

北海道 （   ） \14up 青森 ６５４ \７up 岩手 （   ） \８up 

宮城 （   ） \10up 秋田 ６５４ \７up 山形 ６５４ \７up 

福島 （   ） \６up 茨城 ６９９ \７up 栃木 ７０５ \５up 

群馬 （   ） \６up 埼玉 （   ） \12up 千葉 ７５６ \８up 

東京 （   ） \13up 神奈川 （   ） \13up 新潟 ６８９ \６up 

富山 ７００ \８up 石川 ６９３ \６up 福井 ６９０ \６up 

山梨 ６９５ \５up 長野 （   ） \６up 岐阜 ７１３ \６up 

静岡 ７３５ \７up 愛知 （   ） \８up 三重 ７２４ \７up 

滋賀 ７１６ \７up 京都 （   ） \８up 大阪 （   ） \14up 

兵庫 （   ） \10up 奈良 （   ） \６up 和歌山 ６９０ \５up 

鳥取 ６５３ \７up 島根 ６５２ \６up 岡山 ６９１ \７up 

広島 （   ） \９up 山口 （   ） \６up 徳島 ６５４ \７up 

香川 ６７４ \７up 愛媛 ６５４ \７up 高知 ６５２ \７up 

福岡 （   ） \６up 佐賀 ６５３ \７up 長崎 （   ） \７up 

熊本 ６５３ \６up 大分 ６５３ \６up 宮崎 ６５３ \６up 

鹿児島 ６５４ \７up 沖縄 （   ） \８up 全国加重平均 ７４９ \12up 

これは、あくまで最低基準！つまり、これ以下で働かせてはいけません！！！というもの。 

☆もしも、賃金を守る制度がなく、あなたが経営者だったら、どうしますか？ 

～なぜそうしたいかも考えてみよう～ 

 

Q１.あなたは、派遣会社の経営者です。この派遣会社は、物価の安い地域に会社自体があり

ます。しかし、派遣先は物価が高い地域です。この場合あなたならどうする？ 

 

 

 

Q２.時給は低めだがボーナスはそれなりに保障 or時給は高めだがボーナスは無し、あなた

ならどうする？ 

 

 

 

Q３.経営が苦しくなりました。給料は安い為、辞めてしまうことも多いのですが、なんとか

人数確保できそうなので、「給料は安くしてでも数を確保したい」or「やっぱり質を守

る為、給料は維持。赤字覚悟で、がんばります！」あなたならどうする？ 

 

 


